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パワーハラスメントの定義をどうとらえるか 

 
「パワーハラスメント」は、法令上明確な定義がないことから、各

省庁等の考え方が併存している状況にある。こうした中で、その定義

をどのように考えるべきか、御議論いただきたい。 

 

① 厚生労働省における考え方 

・U職場のパワーハラスメントUとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の

地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、U業務の適正な範囲を

超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させるU行為を

いいます。 

 

・U職場内での優位性U･･･パワーハラスメントという言葉は、上司から部下

へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩

間や同僚間、さらにはU部下から上司に対して行われるものもありますU。

「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専

門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。 

 

・U業務の適正な範囲U･･･U業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じた

りする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワー

ハラスメントにはあたりませんU。例えば、上司は自らの職位・職能に応

じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての

役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策

は、そのようなU上司の適正な指導を妨げるものではなくU、各職場で、何

が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取

組を行うことによって、U適正な指導をサポートするものでなければなり

ませんU。 

 

・具体的なパワーハラスメント事案が発生した場合に、それがパワーハラ

スメントであったかどうか判断をするには、行為が行われた状況や行為

が継続的であるかどうか等詳細な事実関係を把握し、各職場での共通認

識や厚生労働省の「あかるい職場応援団」サイトに掲載されている裁判

例も参考にしながら判断します。 

※「パワーハラスメント対策導入マニュアル」より抜粋 
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② 人事院における考え方 

「パワー・ハラスメント」については、法令上の定義はありませんが、一

般に「職権などのパワーを背景にして、U本来の業務の範疇を超えて、継続

的に人格と尊厳を侵害する言動を行い U、それを受けた就業者の U働く環境を

悪化させ U、あるいは U雇用について不安を与える Uこと」を指すといわれて

います。 

※「『パワー・ハラスメント』を起こさないために注意すべき言動例」より抜粋 

 

 

セクシュアル・ハラスメントの場合、性的な言動に対し、受け手が不快に

感じるか否かによって判断することとしています。 
しかし、パワー・ハラスメントの場合には、受け手が不快かどうかで判断

できるものではありません。業務上の命令や指導に対して U受け手が不快と

感じた場合でも、業務の適正な範囲で行われた場合にはパワー・ハラスメ

ントに該当しません U。一方、業務上正しいことを命令し、指導する場合で

あっても、感情的、高圧的、攻撃的に行われた場合など、社会通念上許容さ

れる限度を超える場合には、パワー・ハラスメントに該当する可能性があ

ります。 
また、パワー・ハラスメントを受けている U職員本人が、パワー・ハラス

メントを受けていると感じていなくても、周囲の職員がその行為をみて不

快に感じることによって職場環境を害することがある Uことにも留意が必要

です。 

※「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」より抜粋 


